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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－甲革アセンブリィ（１１）、
－前記甲革アセンブリィ（１１）に結合され、接地面（１４）と、水蒸気透過性の少なく
とも１つの領域（１５）とを有する、防水性材料から作られた本体（１３）を備えた靴底
（１２、１１２、２１２）、
－前記少なくとも１つの領域（１５）を靴（１０）の内側に向かって覆う少なくとも１つ
の防水性で蒸気透過性の膜（１６）、
－前記少なくとも１つの膜（１６）の下面（１６ａ）を少なくとも部分的に覆う少なくと
も１つの保護要素（１７）、
を備え、前記少なくとも１つの膜（１６）の上に、少なくとも部分的にそれを覆うように
、靴（１０）の内側に向かって重ねられる少なくとも１つの防水性で蒸気透過性の保護ス
クリーン（１８）をさらに備え、前記保護スクリーン（１８）と前記膜（１６）とが、前
記少なくとも１つの領域（１５）の周辺である少なくとも１つの密封ゾーン（Ａ）におい
て、前記靴底（１２、１１２、２１２）の前記本体（１３）に、防水方式で密封されるこ
とを特徴とする、防水性で蒸気透過性の靴底を有する蒸気透過性の靴。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの保護スクリーン（１８）は微小孔構造であり、１μｍより小さい
平均口径の穴を有することを特徴とする請求項１記載の靴。
【請求項３】
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　前記少なくとも１つの保護スクリーン１８は、実質的に均一な混合物から得られる材料
で作られたシートを備え、その混合物は、
－前記混合物の体積百分率濃度が８％と９８％の間にある、高分子量ポリオレフィン、
－前記混合物の体積百分率濃度が１％と９２％との間にあり、微小孔構造の形成を促進す
るように構成されたフィラー、
－前記混合物の体積百分率濃度が１％と４０％との間にある可塑剤、
から構成されることを特徴とする請求項１又は２に記載の靴。
【請求項４】
　前記ポリオレフィンはUHMW（超高分子量）ポリエチレンであることを特徴とする請求項
３記載の靴。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの保護スクリーン１８は、ポリテトラフルオロエチレン、ポリウレ
タン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレンから選択された材料で作られること
を特徴とする請求項１記載の靴。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの保護スクリーン１８は、
－実質的に０．１ｍｍと５ｍｍの間の厚さを有し、単一の一体層によって構成された構造
、
－厚さが実質的に０．１ｍｍと５ｍｍの間にある多層要素を形成するように、貼り合わせ
によって結合された複数の層により構成された構造、
－重ね合わされた複数層と、複数層の間に密着するように設けられた透過性材料により構
成された構造、
の間から選択された構造を有することを特徴とする請求項５記載の靴。
【請求項７】
　蒸気透過性であり、前記少なくとも１つの保護スクリーン（１８）上に、それを保護す
るように、少なくとも部分的に重ねられた少なくとも１つのスペーサ（１９）を備えるこ
とを特徴とする請求項１～６のいずれか１つに記載の靴。
【請求項８】
　密封要素（２０）を備え、
　密封要素（２０）は、
－前記少なくとも１つの膜１６の周辺エッジ（１６ｂ）、
－前記少なくとも１つの保護スクリーン（１８）の周辺フラップ（１８ａ）、および
－前記少なくとも１つの膜（１６）を囲む、本体１３のゾーン（１３ｂ）、
に接続して防水密封を施すように配置され、
　前記周辺エッジ（１６ｂ）と、周辺フラップ（１８ａ）と、前記の囲むゾーン（１３ｂ
）は、前記少なくとも１つの密封ゾーン（Ａ）を形成することを特徴とする請求項１～７
のいずれか１つに記載の靴。
【請求項９】
　前記密封要素（２０）は高分子材料から作られることを特徴とする請求項８記載の靴。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの膜（１６）が前記少なくとも１つの保護スクリーン（１８）によ
って露出される周辺エッジ（１６ｂ）を有し、前記少なくとも１つの保護スクリーン（１
８）と前記少なくとも１つの膜（１６）とは、前記領域（１５）の周辺であるゾーン（１
５ｂ）に密封されることを特徴とする請求項１～９のいずれか１つに記載の靴。
【請求項１１】
　前記本体（１３）は下部分（２）と上部分（２２）とを備え、前記少なくとも１つの保
護スクリーン（１８）は、前記少なくとも１つの密封ゾーン（Ａ）を形成するように、前
記領域（１５）の周辺であるゾーン（１５ｂ）で前記上部分（２２）に密封されることを
特徴とする請求項１～１０のいずれか１つに記載の靴。
【請求項１２】
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　前記上部分（２２）は、前記領域（１５）の一部を形成する複数の穴又は少なくとも１
つの貫通開口を選択的に有する中央部分（２２ａ）を有することを特徴とする請求項１１
記載の靴。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの保護スクリーン（１８）と前記上部分（２２）は、前記周辺ゾー
ン（１５ｂ）において、防水密封を施すように接着されることを特徴とする請求項１１又
は１２に記載の靴。
【請求項１４】
　前記上部分（２２）は、前記下部分（２１）上と前記少なくとも１つの保護スクリーン
（１８）上に同時成形する間に、前記上部分（２２）を形成する材料を把持することによ
り、前記少なくとも１つの保護スクリーン（１８）に、防水様式で密封されることを特徴
とする請求項１１又は１２に記載の靴。
【請求項１５】
　高分子材料から作られた密封挿入体（２３）を備え、密封挿入体（２３）は前記本体（
１３）に挿入され、
－前記少なくとも１つの膜（１６）の周辺エッジ（１６ｂ）、
－前記少なくとも１つの保護スクリーン（１８）の周辺フラップ（１８ａ）、そして
－前記少なくとも１つの膜（１６）を囲む、本体１３のゾーン（１３ｂ）
に接続して防水性の密封を施すことを特徴とする請求項１～１０のいずれか１つに記載の
靴。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの保護スクリーン（１８）と前記密封挿入体（２３）とが防水性密
封を施すように接着されることを特徴とする請求項１５記載の靴。
【請求項１７】
　前記密封挿入体（２３）は、前記少なくとも１つの保護スクリーン（１８）上に共通成
形中に前記密封挿入体（２３）を形成する材料を把持することにより、前記少なくとも１
つの保護スクリーン（１８）に防水様式で密封されることを特徴とする請求項１５記載の
靴。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、防水性で蒸気透過性の靴底を有する蒸気透過性靴に関する。
【背景技術】
【０００２】
　知られているように、最大の発汗作用を有する足の部分は、足底である。
【０００３】
　従って、発汗による水分が最も多く集まる靴の領域は、足底と靴底との間の界面である
。
【０００４】
　そこで、発生した汗は空気を湿気で飽和してほとんどが液化し、中敷（insock）に沈滞
する。
【０００５】
　発汗によって生じたほんのわずかの量の水分が甲革の側面に広がり、その側面が蒸気透
過性であればそこから出て行く。
【０００６】
　足底の領域における汗のそのような沈滞作用は、特にゴム底靴において顕著であり、そ
の場合には、靴底を介しての蒸気の透過が、実際、その全体的な不浸透性によって妨げら
れる。
【０００７】
　知られているように、足底領域における汗の沈滞は、靴の使用者に不愉快な感じを与え
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、また、悪臭の源として知られる、バクテリアの培養を増大させるのに恵まれた場所を形
成する。
【０００８】
　従って、靴の足底領域における発汗から水分の沈滞を防ぐことが必要であると、一般的
に感じられている。
【０００９】
　この必要性に応えることをめざした最初の試みは、欧州特許第0382904号に開示された
解決策を含む。
【００１０】
　そのような特許に含まれる教示は、水の浸入を避けて液状の水に対して不浸透性で水蒸
気に対して透過性である靴底を得るために、ゴム底を２つの層に分けて下の層に微小貫通
孔を設け、かつ、２つの層の間に半透過性の膜を介在させることにある。
【００１１】
　単純化のために、以下では、液状の水に対して不浸透性で水蒸気に対して透過性の特性
を有する要素は、防水性で蒸気透過性という。
【００１２】
　欧州特許第0382904号が使用することを教示する半透過性膜は、例えば、エル．ゴアの
米国特許第4,187,390号および同4,194,041号又はビー・エイチ・エー・テクノロジィの米
国特許第6,228,477号に開示されたタイプのものである。
【００１３】
　そのような膜は、ほぼ１５ミクロンから７０ミクロンまで変化する厚さを有する発泡ポ
リテトラフルオロエチレン、e-PTFEから作られ、防水性で蒸気透過性である薄いフィルム
によって提供される。
【００１４】
　それらの微細構造は、フィブリルと呼ばれる延伸フィラメントによって相互連絡された
ノードと呼ばれる高密度部分の存在によって特徴付けられる。
【００１５】
　最初に軍隊の分野で考案されたこれらの半透過性膜は、衣類の品目において発汗からの
蒸気の蓄積を避けるため、および防水性で蒸気透過性の内張り付きの甲革を有する靴を提
供するために衣類と履き物の分野で発達し、使用されてきた。
【００１６】
　衣類や履き物の分野の市場は、常に柔軟で快適な品目を要求してきたので、上記の用途
においては、機能的な層として意図されたそのような膜が、その特性を弱めないことを保
証するよう強く要求されている。
【００１７】
　この要求は、可撓性、折りたたみ容易性、柔軟性、表面潤滑性、圧縮性、伸張性および
単位表面当たりの軽重量という重要な特性を有する仕上げ積層要素を得るように、布地や
なめし革のような支持および／又は美的仕上げ材料で積層されるために薄い膜の使用を伴
った真の技術的予想として示されてきた。
【００１８】
　しかしながら、そのような膜を提供するフィルムは、そもそも、その薄さのために機械
的強度の特性が劣る。
【００１９】
　実際、注目すべきことであるが、層状要素の強度値は、その膜が組合わされる布地層や
支持層の特性から主に引き出される。
【００２０】
　特に、上記のような膜を提供するために用いられる高分子材料から作られた利用可能な
フィルムは、ほぼ１５と７０ミクロンの間の厚さを有し、小さい貫通抵抗、即ち５Ｎより
小さい貫通抵抗を備える。
【００２１】
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　「貫通抵抗」という表現は、履き物の安全性に関するISO 20344-2004標準、5.8.2章「
靴底の貫通抵抗の測定」に示される方法により実施される測定により定義される特性を示
す。
【００２２】
　そのような小さい機械的貫通抵抗は、欧州特許第0382904号の発明者に、膜が対面する
靴底の孔の直径を制限することによって膜の異物との接触を防止させた。
【００２３】
　しかしながら、この解決策は、蒸気の透過に割り当てられる靴底の面積を制限すること
が見出すと共に、穴が容易にふさがれて、靴底の蒸気透過効率を著しく低下させた。
【００２４】
　さらなる解決策が、ラウチ・マックスの米国特許第6508015号に提案され、その特許は
２つの重ね合わせた層を有する構造を開示し、その上層、つまり、靴の上部に向かって設
計された層は、弾性があり、水蒸気を透過することができる。
【００２５】
　下層は、上層の７０％以下を覆い、支持機能を有し、接地面を備える。
【００２６】
　上層は、例えば焼結プラスチックス又は不織布から造られ、微孔性構造を有し、いずれ
の場合も防水性ではない。
【００２７】
　この解決策の欠点は、靴の使用中に、微孔性上層が下層によって広く露出され、上層が
水に接触したときに水で飽和する傾向があり、水を吸収し、水を保持して時と共に水を放
出し、歩行面をよごす点にある。
【００２８】
　さらに、上層は吸収した水に接触して分解する傾向がある。
【００２９】
　靴底の防水性を得るために、この特許は、その上層を処理してそれを防水性にするか、
又は防水性で蒸気透過性の膜でその上を覆うことを開示している。
【００３０】
　しかしながら、疎水性処理は継続期間が限られ、靴底にその防水性を失わせる。
【００３１】
　その上、上層を覆うように配置された蒸気透過性で防水性膜は、中敷の動作に対して露
出され、歩行中にスリップし、それを損傷することになる研磨作用を働かせる。
【００３２】
　この損傷は、靴を装着した足の動きに従って曲がる靴の使用中に膜が受ける周期的屈曲
や引っ張りひずみによって助長される。
【００３３】
　さらに、液化した汗によって影響を受けやすい膜が、汗の蒸発や浸透時にその上に堆積
する無機塩や脂肪物質のような残留物の作用にさらされる。
【００３４】
　そのような残留物は膜の穴をふさぐ傾向があり、膜の透過効率を低下させる。
【００３５】
発明の開示
　この発明の目標は、蒸気透過性で防水性の靴底を有する現在知られている靴に関して、
その防水性と蒸気透過性の品質を低下させる低下要因に対して靴底の高い抵抗を保証する
ことによって特に、現在知られている靴底と靴の限界を乗り越えることができる防水性で
蒸気透過性の靴底を有する蒸気透過性靴を提供することである。
【００３６】
　この目標内において、この発明の目的は、足挿入領域内で液化する汗の汚染作用に対し
て、現在知られている靴よりも大きい抵抗を有する防水性で蒸気透過性の靴底を有する靴
を提供することである。



(6) JP 5981934 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

【００３７】
　この発明のさらなる目的は、靴の使用中に持続される機械的疲労に対して、感受性が現
在知られている靴よりも小さい靴底の防水特性を有する、防水性で蒸気透過性の靴底を備
えた蒸気透過性の靴を提供することである。
【００３８】
　以下により明らかになるであろうこの目標と、これらおよび他の目的は、
－甲革アセンブリィ、
－前記甲革アセンブリィに結合され、接地面と、水蒸気透過性の少なくとも１つの領域と
を有する、防水性材料から作られた本体を備えた靴底、
－前記少なくとも１つの領域を靴の内側に向かって覆う少なくとも１つの防水性で蒸気透
過性の膜、
－前記少なくとも１つの膜の下面を少なくとも部分的に覆う少なくとも１つの保護要素、
を備え、前記少なくとも１つの膜の上に靴の内側に向かって重ねられ少なくとも部分的に
それを覆う少なくとも１つの防水性で蒸気透過性の保護スクリーンをさらに備え、前記保
護スクリーンと前記膜とが、前記少なくとも１つの領域の周辺にある少なくとも１つの密
封ゾーンにおいて、前記靴底の前記本体に、防水方式で密封されることを特徴とする、防
水性で蒸気透過性の靴底を有する蒸気透過性の靴によって達成される。
【００３９】
　この発明のさらなる特性および利点は、添付図の非限定実施例によって示された、この
発明による防水性で蒸気透過性の靴底を有する蒸気透過性靴の好ましいが排他的でない実
施形態の説明から、より明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は第１実施形態における、この発明による靴の詳細の拡大断面図である。
【図２】図２は第２実施形態における、この発明による靴の詳細の拡大断面図である。
【図３】図３は第２実施形態の変形における、この発明による靴の詳細の拡大断面図であ
る。
【図４】図４は第３実施形態における、この発明による靴の詳細の部分分解拡大断面図で
ある。
【図５】図５は第３実施形態における、この発明による靴の詳細の組立て拡大断面図であ
る。
【００４１】
発明を実施する方法
　図を参照すると、参照番号１０は、第１実施形態による防水性で蒸気透過性の靴底を有
する蒸気透過性の靴を全体的に示す。
　靴１０は、
－甲革アセンブリィ１１、
－甲革アセンブリィ１１に結合され、接地面１４を有し水蒸気透過性の領域１５を有する
、防水性材料製の本体１３を備える靴底１２、
－靴１０の内側に向かって領域１５を覆う防水性の蒸気透過性膜１６、
－膜１６の下面１６ａを覆う保護要素１７、
を備える。
【００４２】
　一般的に、この発明の他の実施形態では、保護要素は膜の下面を少なくとも部分的に覆
う。
【００４３】
　この発明によれば、靴１０は、靴１０の内側に向かって膜１６を覆うように膜１６に重
ねられる防水性の蒸気透過性保護スクリーン１８をさらに備えるという特徴を有する。
【００４４】
　一般的に、この発明の偶発的な要求によれば、保護スクリーンは、膜の上面を少なくと
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も部分的に覆う。
【００４５】
　保護スクリーン１８と膜１６は、密封ゾーンＡにおいて靴底１２の本体１３に防水形式
で密封される。密封ゾーンＡとは領域１５の周囲であり、以下においてより詳細に都合よ
く説明される。
【００４６】
　接地面１４は本体１３の底面であり、使用時に地面と接触するが、この発明の他の実施
形態における均等な様式においては、それは本体１３と別個で下方領域で本体１３と結合
される要素である。
【００４７】
　領域１５は、本体１３を貫通する複数の穴１５ａによって形成されると好都合である。
【００４８】
　この発明の他の実施形態では、実質的に均等な方式において、前記領域は少なくとも１
つの広い開口によって形成可能であり、その場合には、たとえば格子を形成するように前
記保護スクリーンを補強して支持するための構造的な要素を任意に備えることができる。
【００４９】
　この発明による蒸気透過性の靴の他の実施形態における、偶発的な要求によれば、前記
靴は、少なくとも１つの防水性の蒸気透過性膜で覆われた、水蒸気透過性の少なくとも１
つの領域を一般的に有する靴底を備え、その下に少なくとも１つの保護要素が存在し、前
記少なくとも１つの領域に、前記保護スクリーンの少なくとも１つが存在する。
【００５０】
　靴底１２の本体１３は、ポリウレタン、PU、熱可塑性ポリウレタン、TPU、又はゴムあ
るいは熱可塑性ゴム、TRの間から選択されると好都合である防水性高分子材料から作られ
ると好都合である。
【００５１】
　保護スクリーン１８は微小孔構造であり、１μｍより小さい平均口径の小孔を有し、好
ましくは、前記小孔は０．５μｍより小さい平均口径を有し、特に好ましくは、前記小孔
の少なくとも５０％が０．５μｍより小さい平均口径を有する。
【００５２】
　保護スクリーン１８は、実質的に均一な混合物から得られる材料で作られたシートによ
って構成されると好都合であり、その混合物は、
－前記混合物の体積百分率濃度が８％と９８％の間にある、高分子量ポリオレフィン、
－前記混合物の体積百分率濃度が１％と９２％との間にあり、微小孔構造の形成を促進す
るように構成されたフィラー、
－前記混合物の体積百分率濃度が１％と４０％との間にある可塑剤、
から構成される。
【００５３】
　前記ポリオレフィンはUHMW（超高分子量）ポリエチレンであることが好ましく、前記フ
ィラーが二酸化珪素と珪酸から選択されると好都合であり、前記可塑剤は水不溶性オイル
、好ましくはガソリンである。
【００５４】
　変形としては、保護スクリーン１８は、発泡ポリテトラフルオロエチレン、e-PTFE、ポ
リウレタン、PU、ポリエステル、PES、ポリプロピレン、PP、ポリエチレン、PEなどから
選択された材料で作られると好都合である。
【００５５】
　好ましくは、保護スクリーン１８は、
－実質的に０．１ｍｍと５ｍｍの間の厚さを有し、好ましくは押出された、単一の一体層
によって構成された構造、
－貼り合わせによって結合された複数の層により構成され、厚さが実質的に０．１ｍｍと
５ｍｍの間にある多層要素を構成する構造、
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－重ね合わされた複数層によって構成され、透過性材料が複数層の間に密着するように設
けられた構造、
の間から選択された構造を有する。
【００５６】
　さらに、保護スクリーン１８は、図示しないが、靴１０の製造時にその取り扱いを容易
にするよう構成された支持網に結合されると好都合である。
【００５７】
　保護要素１７は、耐加水分解性で蒸気透過性であり、フェルトや不織布などの中から選
択され、撥水処理され、実質的に１ｍｍと２ｍｍの間の厚さの材料から作られると、好都
合である。
【００５８】
　膜１６は、たとえば、発泡ポリテトラフルオロエチレン、e-PTFE、ポリウレタン、PUな
どで作られた一般的に市販されている蒸気透過性で防水性膜のタイプのものであれば好都
合であり、それを補強する少なくとも１つの網（mesh）がそこに結合されると好都合であ
る。
【００５９】
　靴１０はまた、蒸気透過性であり、かつ、保護スクリーン１８上にそれを保護するよう
に少なくとも部分的に重ねられたスペーサ１９を備える。
【００６０】
　スペーサ１９は、靴１０の中に設置可能な中敷の研磨作用に対して保護スクリーン１８
を保護するという主目的を有する。
【００６１】
　スペーサ１９は、蒸気透過性又は孔あき材料、例えば、フェルト、織布、プラスチック
材料又はセルローズ材料から作られることが好ましい。
【００６２】
　靴１０は、膜１６と保護スクリーン１８とを本体１３へ防水方式で密閉するようになっ
ている密封要素２０を備えると好都合である。
【００６３】
　特に、密封要素２０は、
－膜１６の周辺エッジ１６ｂ、
－保護スクリーン１８の周辺フラップ１８ａ、および
－膜１６を囲む、参照番号１３ｂで示される本体１３のゾーンに接続して防水密封を施す
ように配置される。
【００６４】
　周辺エッジ１６ｂと周辺フラップ１８ａは、膜１６を囲むゾーン１３ｂと共に、密封ゾ
ーンＡを都合よく形成する。
【００６５】
　密封要素２０は都合よく防水性高分子材料で作られ、周辺エッジ１６ｂと、周辺フラッ
プ１８ａと、本体１３とに、耐加水分解性でポリウレタン型の有効な密封を好ましく保証
することが可能な接着剤層で密封を施すように接着する。
【００６６】
　変形として、密封要素２０は、ほぼ均等な方式で、ポリウレタン型の接着剤層によって
置換可能である。
【００６７】
　密封要素２０が好ましく作られる防水性高分子材料は、ポリビニルクロライド、PVC、
又は熱可塑性ポリウレタン、TPU、又はエチレンビニルアセテート、EVAなどである。
【００６８】
　他のほぼ均等な実施形態では、密封要素は、熱と圧力とで活性化する、ポリウレタン又
はポリエステル、ポリアミド又はポリオレフィンで作られたホットメルト熱可塑性接着剤
のフィルムであると好都合である。
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【００６９】
　前記密封要素を提供するように特に構成されたフィルムは、ベミス・アンソシエイツ・
インコーポレイテッド社から製品コード3218で、又はコラノ・エージー・ジーロ・接着フ
ィルム社から製品コードXAF36.004（Puro）で市販されている。
【００７０】
　この発明の他の実施形態では、靴の本体に対する、膜と保護スクリーンの防水性密封接
続は、靴底の、又は靴底の構成要素の本体を構成する材料によって与えられ、その材料は
成形工程中に型内に射出されて、膜および保護スクリーンを把持する。
【００７１】
　特に、この場合、前記密封接続は、膜上および保護スクリーン上で、例えば下底のよう
な靴底の又はその構成要素の本体を形成する材料を共通成形すること（co-molding）によ
って得られる。
【００７２】
　この方式において、実際、靴底の本体つまりその構成要素の本体の形成材料は、防水密
封を施すように、膜と保護スクリーンを把持し、靴底の水蒸気透過性領域の周囲の前記密
封ゾーンを形成する。
【００７３】
　図２の非限定実施例によって示される、この発明による靴１０の第２実施形態において
、これまでに述べたものに対応する要素は同じ参照番号で示されるが、参照番号１１２に
よって示される靴底は、下部分２１と上部分２２とを備える本体１３を有する。
【００７４】
　保護スクリーン１８と膜１６は、領域１５の周辺であり、かつ、密封ゾーンを形成する
ゾーン１５ｂ内で上部分２２に密封され、その密封ゾーンは図２の非制限実施例で参照符
号Ａによって示される破線部分により表されている。
【００７５】
　膜１６は、保護スクリーン１８により露出された周辺エッジ１６ｂを有することが好ま
しい。
【００７６】
　従って、膜１６と保護スクリーン１８とを本体１３へ密封するためのゾーンＡは、保護
スクリーン１８の周辺フラップ１８ａと、周辺エッジ１６ｂとに対する密封接続により形
成される。
【００７７】
　都合のよいことに、保護スクリーン１８と膜１６とは接着されて周辺ゾーン１５ｂにお
いて上部分２２に防水性の密封を施す。この場合、上部分２２と下部分２１とは接着によ
って防水性密封が施されるように、相互に結合されることが好ましい。
【００７８】
　変形として、上部分２２を、下部分２１上に、保護スクリーン１８上に、および膜１６
上に、その共通成形時に形成する材料を把持することによって、上部分２２は保護スクリ
ーン１８と膜１６に、防水方式で都合よく密封される。
【００７９】
　この場合、上部分２２を、下部分２１上と、保護スクリーン１８上と、膜１６上とへの
、共通成形時に形成する材料を把持することによって、下部分２１が上部分２２に密封さ
れると好都合である。
【００８０】
　上部分２２は複数の穴又は少なくとも１つの貫通開口を選択的に有する中央部分２２ａ
を有し、その中央部分２２ａは領域１５の一部を形成することが好ましい。
【００８１】
　添付図に示されない、この発明の他の実施形態においては、中央部分２２ａは、蒸気透
過性又は穴あき材料、例えばフェルト、織布、プラスチック材料又はセルローズ材料で作
られた挿入体によって置換される。
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【００８２】
　この場合、上部分が下部分上に、保護スクリーン上と、膜上との共通成形によって設け
られるときに、前記挿入体は、靴底の本体の上部分を形成する材料から保護スクリーンを
保護する機能を有する。
【００８３】
　第２実施形態の変形において、図３に示されるように、保護スクリーンは膜１６を覆う
と共に、例えば接着によって膜１６に周辺が密封されている。
【００８４】
　この場合、上部分２２は、接着によって、又は変形として、それが保護スクリーン１８
上と下部分２１上とにそれが作られる材料の共通成形によって、保護スクリーン１８に密
封される。
【００８５】
　この発明の実施要求による図示しない、前記第２実施形態の構造的変形において、靴１
１２の本体１３は単一部品であり、下部分と上部分とは、保護要素１７によって下方領域
内で、保護スクリーン１８によって上方領域内、少なくともその中央部分内で覆われた膜
１６を備えるパック（pack）上において型内に射出することによって一体に形成される。
【００８６】
　図４と５に非限定実施例によって示されるこの発明の靴１０の第３実施形態において、
これまでに述べたものに対応する要素は同じ参照番号で示されるが、参照番号２１２に示
される靴底は本体１３を備え、本体１３は膜１６と保護スクリーン１８とを本体１３へ防
水方式で密封するように構成された密封挿入体２３を収容する中央座部１３ｃを有する。
【００８７】
　特に、密封挿入体２３は、本体１３に挿入され、
－膜１６の周辺エッジ１６ｂ、
－保護スクリーン１８の周辺フラップ１８ａ、そして
－膜１６を囲み参照番号１３ｂで示される、本体１３のゾーン
に接続して防水性の密封を施す。
【００８８】
　好ましくは、密封挿入体２３は、高分子材料、例えば、ポリウレタン、PU、熱可塑性ゴ
ム、TRR、ポリビニルクロライド、PVC、又はエチレンビニルアセテート、EVAなどから作
られる。
【００８９】
　都合よく、膜１６は、保護スクリーン１８によって露出されたその周辺エッジ１６ｂを
有し、周辺エッジ１６ｂと周辺フラップ１８ａは密封挿入体２３に密封されている。
【００９０】
　従って、周辺エッジ１６ｂと周辺フラップ１８ａは、膜１６を囲むゾーン１３ｂと共に
、密封ゾーンＡを都合よく形成する。
【００９１】
　この密封接続は、接着するか又は膜１６上に重ねられる保護スクリーン１８上に密封挿
入体２３を共通成形するかのいずれかによって都合よく行われる。
【００９２】
　密封挿入体２３は本体１３から離れて準備され、膜１６に重ねられた保護スクリーン１
８に気密的に結合され、次に本体１３に気密的に接着されてもよい。
【００９３】
　また、密封挿入体２３は、その上と、膜１６上に重ねられる保護スクリーン１８の上と
に共通成形されることが可能である。
【００９４】
　従って特に、密封挿入体２３は、分離して準備され、耐加水分解性で効果的な防水密封
を保証できる接着剤層によって都合よく中央座部１３Ｃに防水密封を施すように靴底２１
２の組立て中に接着される。
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　変形として、密封挿入体２３が、本体１３上に共通成形され、それを形成する高分子材
料が型内への射出時に、
－保護スクリーン１８の周辺フラップ１８ａ、
－周辺エッジ１６ｂおよび
－膜１６を囲むゾーン１３ｂ内の本体１３、
を、把持することによって防水密封を形成するように接着する。
【００９６】
　都合のよいことに、スペーサ１９が存在し、スペーサ１９は水蒸気透過性で保護スクリ
ーン１８に重ねられ、それを少なくとも部分的に覆い、使用中に中敷が与える研磨作用に
対してそれを保護する。
【００９７】
　図５において、膜１６と保護スクリーン１８と靴底２１２の本体１３との間に組み合わ
された密封ゾーンは、参照文字Ａで示される破線部分によって表される。
【００９８】
　実際、この発明は、膜を保護し膜と共働して靴の防水性と通気性を保証する保護スクリ
ーンのお陰で、蒸気透過性で防水性の靴底を有する現在知られた靴に対して、その靴底と
靴の限界を乗り越えることができ、とくにその防水性と蒸気透過性の質を低下させようと
する低下要因に対する靴底の高い抵抗を保証できる防水性で蒸気透過性の靴底を有する蒸
気透過性の靴を提供することによって、意図する目標と目的を十分に達成することが見出
された。
【００９９】
　さらに、この発明による、防水性で蒸気透過性の靴底を有する靴は、足の挿入領域内で
液化する汗の汚染作用に対して、現在知られる靴よりも大きく抵抗する。この液体は実際
保護スクリーンによってブロックされ、それの膜に対するアクセスが防止され、膜が汚染
から保護される。
【０１００】
　さらに、この発明による防水性で蒸気透過性の靴底を有する蒸気透過性の靴は、靴底の
通気性に特質を有するが、その特質は、靴底の耐久性のある防水性を保証し、かつ、通気
性を可能にするように共働する膜と保護スクリーンとが同時に存在するお陰で、靴の使用
中にこうむる機械的疲労に対して、現在知られている製品よりも感受性が小さい。
【０１０１】
　このように考案されたこの発明は、多くの改造や変形を受け入れることができるが、そ
のすべては添付された特許請求の範囲の範囲内にあり、さらに、すべての詳細は他の技術
的に均等な構成要素で置換できる。
【０１０２】
　実際、使用される材料は、それらが特定の使用に適合する限り、偶発的な形状や寸法と
同様に、技術の要求と状態によるものである。
【０１０３】
　この出願の優先権主張の基礎となるイタリア国特許出願第PD2010A000348における開示
は、引用によってここに組込まれる。
【０１０４】
　いずれの請求項においても記述された技術的特徴は、参照記号が付記されているが、こ
れらの参照記号は請求項の明瞭さを増大させるという唯一の目的のために設けられたもの
であり、従って、そのような参照記号は、そのような参照記号による例により特定される
各構成要素の説明を限定する効果を有するものではない。
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